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大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ飛鳥博物館 

及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘の管理運営業務協定書 

 

１．業務名称 
大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ飛鳥博物館 

及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘管理運営業務 

２．履行場所 

大阪府立弥生文化博物館：和泉市池上町４丁目８－２７ 

大阪府立近つ飛鳥博物館：河南町大字東山２９９ 

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘：河南町大字東山、太子町大字葉室

及び大字東山 

３．指定期間 令和５年４月１日 から 令和８年３月31日 まで 

４．指定管理料 
金８１０，３６３,０００円 

（うち消費税及び地方消費税額 金７３，６６９，３６５円を含む） 

 

 

大阪府（以下「甲」という。）は、ＡＫＮ共同事業体（以下「乙」という。）と、地方

自治法（以下「法」という。）第244条の２第３項、大阪府立博物館条例（以下「博物館

条例」という。）第２条及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例第４条（以下「風土記の丘

条例」という。）に規定する指定管理者として、大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ

飛鳥博物館及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘（以下「博物館及び風土記の丘」という。

また、弥生文化博物館と近つ飛鳥博物館のみを指す場合は「博物館」という。）の施設の

管理運営に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 両者は、本協定とともに、甲が実施した「大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ飛

鳥博物館及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘指定管理者募集要項」に定める事項が適用さ

れること並びに指定管理者申請に際して提案した内容について誠実に履行することをこ

こに確認する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、博物館及び風土記の丘の管理運営業務（以下「管理運営業務」という）

を指定管理者に行わせるため、乙を指定管理者として指定し、乙の構成員は、この指

定を受けて当該業務を共同連帯して行うものとする。 

２ 乙は、法その他の関係法令及び条例その他の関係規程並びに本協定に基づき、当該

業務を実施しなければならない。 

３ 前項に明記されていない事項があるときは、甲乙協議して定める。 

 

（使用目的） 

第２条 乙は、博物館及び風土記の丘を「公の施設」として、関係条例の趣旨、府施策

との調和を図ったうえで、指定申請時において提示した使用目的で直接使用しなけれ

ばならない。但し、申請時に直接使用しないことをあらかじめ提示している場合及び

業務の効果的効率的な遂行上必要なものとして事前に書面による甲の承認を得た場合

はこの限りでない。 

 

（指定期間） 

第３条 乙は、本協定が終了したとき（指定期間が満了したとき又は第21条に規定する

指定の取消しがあったときを言う。以下同じ。）に管理運営業務を終了し、再び指定管

理者として業務を行わない場合は、甲に対し、速やかに、博物館及び風土記の丘を明

け渡さなければならない。 

２ 管理運営業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

 

（基本的な業務の範囲） 

第４条 博物館及び風土記の丘の管理運営業務の範囲は次に掲げる事項とする。 

（１）博物館資料の利用の許可、その取消しその他の博物館の利用に関する業務 

 （２）博物館の事業の運営に関する業務 
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（３）博物館の施設の維持に関する業務 

（４）風土記の丘における行為の許可、その取消しその他の風土記の丘の利用に関す

る業務 

（５）風土記の丘の維持に関する業務 

（６）前５号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別記１「大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ

飛鳥博物館及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘指定管理者業務仕様（以下「仕様書」と

いう。）」に定めるとおりとする。 

３ 博物館は、法第244条の２第８項及び第９項に規定する利用料金制を採用しており、

乙は、当該利用料金を自らの収入として業務を行うものとする。 

 

（指定管理者の責務） 

第５条 乙は、施設使用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設利用者に災

害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うとともに災害状況等を速やかに甲に報

告し、甲の指示に従うものとする。また、乙はあらかじめ甲と協議の上、危機管理マ

ニュアルを整備すること。 

２ 乙は、管理運営業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（事業計画の内容） 

第６条 乙は、毎年度末までに、次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しな

ければならない。 

（１）管理運営の体制 

（２）事業の概要及び実施する時期 

（３）管理運営に要する経費の総額及び内訳 

（４）その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、乙に対し、必要な指示を

することができる。 

 

（事業報告書等の提出書類の内容） 

第７条 乙は、毎年度終了後30日以内に次に掲げる内容を記載した事業報告書を甲に提

出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況（利用者数、利用料金収入の実績等） 

（２）博物館及び風土記の丘の利用状況 

（３）管理運営業務に要した経費等の収支状況（構成員ごとの収支を明らかにし、それ

らの合算としての共同事業体の収支を明らかにしたもの。） 

（４）個人情報の保護及び情報公開体制 

（５）その他甲が必要と認める事項（利用者ニーズの調査及び傾向の抽出と分析、対応

状況、人権研修の実施状況、職員の資質向上に資する研修の実施状況等） 

２ 乙は、決算確定後30日以内に、構成員ごとに次に掲げる書類又はこれらに相当する

書類を提出しなければならない。 

（１）財産目録 

（２）貸借対照表 

（３）損益計算書 

（４）株主資本等変動計算書 

３ 甲は、前２項の報告書等を受理したときは、速やかに確認を行わなければならない。 

４ 第１項及び第２項に定めるもののほか、乙は博物館及び風土記の丘の月ごとの利用

者数、利用料金収入額、館外事業実施状況並びにその参加者数及び広報事業実績を翌

月の10日までに、甲に報告しなければならない。 

 

（指定管理料の支払い） 

第８条 乙は、甲乙協議の上作成した支払い計画書に従って、甲に対し、指定管理料を

請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの請求を受理した日から30日以内に、指定管理料を

乙に支払わなければならない。 
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（乙による備品等の購入等） 

第９条 管理運営業務に必要な備品等の購入費用は、乙が負担する。 

２ 前項に基づき乙が購入した備品等は、本協定が終了した後、すべて甲が所有するも

のとする。ただし、甲乙協議の上、乙が所有するものとすることもできる。 

３ 乙は、第１項の規定により購入した備品等は大阪府財務規則第６章に準じ管理する

ものとする。 

４ 乙は、第１項の規定により購入した備品について、次条の規定により甲から無償貸

与された備品及び乙所有の備品と区別して管理しなければならない。 

 

（甲による備品等の貸与） 

第９条の２ 甲は、管理運営業務を遂行するために別記２に示す備品等を乙に無償貸与

するものとする。 

２ 乙は、前項の貸与物品を常に善良なる管理者の注意をもって管理し、各年度９月末

日及び３月末日における貸与物品の保管状況を甲に書面により報告しなければならな

い。なお、乙は、甲所有の備品と乙所有の備品を区別して管理するものとする。 

３ 乙は、貸与物品が修理可能な範囲でき損、汚損した場合は乙の負担により修理し、

常に良好な状態に保つものとする。 

４ 乙は、乙の故意又は過失により貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、

又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を

納め、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

５ 乙の故意又は過失によらずして、貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損

し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲は自己の判断により当

該貸与物品を補充することができる。なお、乙は、貸与物品を廃棄しようとするとき

は、書面により事前に甲の承諾を得なければならない。 

６ 甲は、甲の発意により備品、用具、機器、装置、材料等を購入し、乙に貸与する場

合は、その旨通知するものとする。この場合、本条各号の規定が適用されるものとす

る。 

７ 本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、乙は貸与物

品を甲の指定する日までに甲の指定する方法で返還しなければならない。 

 

（リスク負担） 

第10条 指定期間中に発生するリスクの分担については、別記３のとおりとする。ただ

し、別記３に定める以外の事項については甲乙協議により決定するものとする。 

２ 乙は、施設、設備、外構を維持補修するときは、あらかじめ甲の書面による承認を

得るものとする。ただし、緊急を要する場合の必要最低限度の維持補修については、

事後速やかに甲に書面により報告するものとする。 

３ 甲は、維持補修の目的又は内容が、公序良俗に反し、又は施設の性格や趣旨を損な

うおそれがあると認めるときは、承認しない。 

４ 乙は、甲の承認による造作その他の費用を乙が投じた場合において、甲に対して買

取や返還などの請求権を行使することはできない。 

５ 法令改正により、施設利用者の生命身体の安全を確保するための施設躯体の改修が

必要となった場合に限り、改修に要する費用を甲が負担し、その他の必要となった維

持補修の場合は、乙が負担する。 

 

（個人情報の保護） 

第11条 乙は、管理運営業務の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「保護法」という。）、大阪府個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第60号。）及び別記４「個人情報取扱

特記事項」により取り扱うものとする。 

２ 乙が第４条に規定する業務に伴い取得した保護法第60条第１項に規定する保有個人

情報に関して、当該保有個人情報が本人から開示、訂正等の申出があった場合は、甲

の指示に従うものとする。 

 

（秘密の保持） 
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第12条 乙は、管理運営業務の処理上知りえた秘密を第三者に漏らし、又は管理運営業

務の執行以外の目的に使用してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 

２ 乙は、自己の使用人その他の関係人に前項の規定を遵守させなければならない。 

３ 乙は、第１項の秘密に属する管理運営業務内容等を他人に閲覧させ若しくは複写さ

せ又は譲渡してはならない。本協定が終了したときは、甲の指示に従い、かかる秘密

情報が含まれる一切の媒体を返却または廃棄するものとする。 

 

（文書管理） 

第13条 乙は、当該管理運営業務に関し作成する文書について、事務能率の向上に役立

つよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。 

２ 前項の文書の保存期間等については、大阪府行政文書管理規則（平成14年規則第122

号）の規定に準じるものとする。 

３ 乙は、本協定が終了し、かつ、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又

は甲の指定するものに対し、必要な文書を引き継がなければならない。 

 

（個人情報、データ等の管理） 

第14条 乙は、管理運営業務の履行に際して入手した個人情報、データの管理に当たり、

漏洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。 

 

（情報公開） 

第15条 乙は、管理運営業務に関し甲が下記に指定する書類を博物館に備えておき、一

般の閲覧に供するものとする。 

 （１）指定管理者指定申請書 

 （２）事業計画書 

 （３）収支計画書 

 （４）管理体制計画書 

 （５）協定書 

 （６）各年度の事業計画書 

 （７）各年度の事業報告書 

２ 甲は、前項の書類を一般の閲覧に供するとともに、（５）については甲のホームペー

ジに掲載するものとする。 

 

（人権研修の実施） 

第16条 乙は、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できる

よう、人権研修を行うものとする。 

 

（モニタリング（点検）の実施） 

第17条 甲は、指定管理者評価委員会の意見を踏まえた評価表を作成する。 

２ 乙は、甲から示された評価表の各評価項目について自己評価を行い、評価結果を甲

に報告するものとする。 

３ 甲は、乙から提出された評価表をもとに、各項目ごとの評価及び年度評価を行い、

評価結果を指定管理者評価委員会に報告し、対応方針を策定し、次年度以降の事業計

画等に反映する。 

４ 甲は、指定期間の最終年度の前の年度に、それまでの年度評価、改善指導・是正指

示の状況とを踏まえた総合評価を行い、指定管理者評価委員会に報告する。 

５ 甲が行う総合評価結果が最低評価であった場合には、次回の指定管理者選定時にお

ける乙の採点評価については「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点に

ついて10％の減点率を乗じるものとする。 

 

（利用者満足度調査の実施） 

第 18 条 甲と乙は、施設満足度を高めるため協力して、「公の施設等における利用者満

足度調査」を実施するものとする。 

 

（審査請求の取り扱い） 

第19条 乙がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、法第244
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条の４の規定により取り扱うものとする。 

 

（原状回復） 

第20条 乙は、本協定が終了したときは、博物館及び風土記の丘に関する破損又は汚損

した部分を現状に回復するものとする。但し、施設等の価値を高めた場合又はやむを

得ないと認められる場合において、甲の書面による承認を得たときは原状回復を不要

とする。また、天災その他不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。 

 

（甲の指定取消し） 

第21条 甲は、乙に継続して管理運営業務を行わせることが困難であると客観的かつ合

理的理由に基づいて認めるときは、指定を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消したときは、乙はそれによって生じた甲の損害を賠

償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議してこれを定める。 

３ 第１項の規定により指定を取り消した場合において、乙が管理運営業務を実施した

相当部分を超える指定管理料を甲から受け取っている場合は、超えた部分の指定管理

料を甲に返還するものとする。 

 

（損害の賠償） 

第22条 乙は、管理運営業務の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三

者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、必要な保険に加入し、当該保険の契約内容を証する書面を甲に提出しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したとき

は、甲は乙に対して合理的な範囲に限り、求償権を有するものとする。 

 

（自主事業） 

第23条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て博物館及び風土記の丘の設置目的等を

損なわない範囲において、乙の責任と費用により、管理運営業務の実施効果を高める

付帯的サービスを実施することができる。 

 

（第三者への委託の禁止等） 

第24条 乙は、管理運営業務の全部または主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。 

２ 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、管理運営業務の一部（主

要な部分を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合にお

いて、乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。 

３ 乙は、前項の承諾を得ようとするときは、第三者に委託等を行う業務の内容・範囲、

受任者又は下請負人の所在地・業者名・代表者名、契約予定金額その他甲が必要とす

る事項を書面により甲に通知しなければならない。 

４ 第２項の場合において、乙は、次に掲げる者を受任者又は下請負人としてはならな

い。 

（１）入札参加停止措置を受けている者（ただし、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受け

たものを除く。） 

（２）入札参加除外の措置を受けている者 

（３）役員等、経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められる者 

（４）役員等、経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を

利用するなどしたと認められる者 

（５）役員等、経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、

暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと

認められる者 

（６）乙の役員等、経営に事実上参画している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有していると認められる者 
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５ 乙は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例（平成 22年大阪府条例 58号）

第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者でない

ことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない。 

６ 甲は、乙が第４項各号のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としている場

合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の

解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。 

 

（指定の辞退等） 

第25条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、あ

らかじめ理由を明示した書面により、甲に申し出なければならない。 

２ 前項の場合において、甲は、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。 

 

（施設等の利用） 

第26条 甲は、管理運営業務を遂行するために必要な施設等を、無償で乙に利用させる

とともに、乙も公の施設としての設置目的を果たすために甲が指定する事業への優先

的な取扱いを図るものとし、その詳細については、必要に応じて甲乙協議して定める

ものとする。 

 

（著作権の帰属） 

第27条 乙の業務に従事する者が管理運営業務により行った印刷物の刊行、写真撮影等

によって生じる著作権は、著作権法（昭和45年法律第48号）第15条の規定により、乙

に帰属するものとする。 

２ 乙は、指定管理期間が満了したときは、前項の著作権を著作権法第61条の規定によ

り、同法第27条及び第28条に規定する権利を含めて、甲に無償譲渡するものとする。 

３ 乙は、本業務に従事する自己の使用人その他関係人に対し、前各項の趣旨を周知し、

その同意を得るものとする。 

 

（重要事項の変更の届出） 

第28条 乙は、構成員の定款、事務所の所在地又は代表者に変更等があったときは、遅

滞なく甲に届け出なければならない。 

 

（書類の提出） 

第29条 乙は、管理運営業務に必要な諸規則、非常時の体制を整備しなければならない。

また、諸規則、体制票等を甲に届け出なければならない。 

 

（業務の引継ぎ方法） 

第30条 乙は、本協定が終了し、かつ、再び指定管理者として業務を行わない場合は、

甲又は甲の指定するものに対し、必要かつ合理的な管理運営業務の引継ぎ等を行わな

ければならない。 

２ 前項の場合において、乙は、甲又は甲の指定するものが管理運営業務に関して業務

に係る情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力するものとする。 

３ 管理運営業務の引継ぎのために要する費用は、乙が負担するものとする。 

４ その他の管理運営業務の承継に当たって必要な事項は、甲乙協議して定めるものと

する。 

 

（協定の効力の遡及） 

第31条 この協定の効力は、令和５年４月１日から生じるものとする。 

 

（協議） 

第32条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、

その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自１通

を所持する。 
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 令和５年４月３日 

 

（甲）  大阪市中央区大手前二丁目 

大阪府 

代表者 大阪府教育委員会 

           教育長 橋本 正司 

 

 

 

 

    （乙）  ＡＫＮ共同事業体 

代表者 東京都目黒区東山一丁目５番４号 

    ＫＤＸ中目黒ビル６階 

アクティオ株式会社 

代表取締役社長 淡野 文孝 

 

 

 

 

構成員 大阪府大阪市中央区難波二丁目２番３号 

近鉄ファシリティーズ株式会社 

    取締役社長 則竹 博安 

 

 

 

 

構成員 東京都港区台場二丁目３番４号 

株式会社乃村工藝社 

代表取締役社長 執行役員 奥本 清孝 

 

  

 


